
消火器と標識の設置 ６月ごとに点検 １年に1回管轄署に報告 

飲食業事業主の皆様へ 

 平成２８年１２月２２日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえ消防法が平成３０年３月２８日に改

正されました。糸魚川市の火災では消火器を使用し的確に消火すれば大規模火災に至らなかった可能

性があることにより今までは消火器の設置義務のなかった１５０㎡未満の飲食店にも消火器が設置義務

となりました。 

 

           火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等になります。 設置義務対象は？

                       特定の設備がついている場合は設置免除となります。

 

   令和元年１０月１日から設置義務となります。 いつから設置義務となるの？

 

消火器の設置義務免除となる条件は？  下記の装置がついている場合設置免除となります。 

調理油過熱防止装置         自動消火装置          圧力感知安全装置等 

 

 

 

 

 

消火器設置に関する相談、質問については消防本部予防課にご相談ください。 

 

 

        

                               

 

 

 

問い合わせ：芳賀地区広域行政事務組合消防本部 予防課               

電話番号：0285-82-8997   メールアドレス：fdhayoboushidou@hagakouiki.jp 

 

センサー 

点 検 報 告 支 援 パ ン フ レ ッ ト

https://www.fdma.go.jp/mission/prev

ention/item/prevention001_04_shouk

aki_pamphlet.pdf 

 

消 火 器 点 検 ア プ リ

https://www.fdma.go.jp/

mission/prevention/suis

in/post23.html 

 

報告書は下記よりダウンロードしてご利用ください。

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/pre

vention001_05_tenkenhyou.pdf 
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１ 改正内容 

   新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、飲食店に対する消防法令が改正されました。 

従来は飲食店の延面積が１５０㎡以上であれば消火器等が必要でしたが、改正後は面積に関わ 

らず火を使用する設備器具がある場合は消火器が必要になります。また、従来どおり延面積が 

１５０㎡以上であれば消火器等は必要となります。 

 

２ 火を使用する設備又は器具とはなにか。 

   飲食物の調理を目的として、使用するガスコンロ、カセットコンロ等の事をいいます。火を 

使用しないＩＨコンロは除きます。 

 

３ 消火器をつけなくてよい場合とは。 

   火を使用する設備又は器具がない場合、又は住宅併用で飲食店部分の面積が５０㎡以下で、 

火を使用する設備・器具に「調理油過熱防止装置」、「自動消火装置」、「その他の危険な状態の 

発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置（圧力感知安 

全装置等）」の内のどれかがついている場合です。安全装置については以下を参照にしてくだ 

さい。 

 

４ ３つ口のコンロを使用しているがすべての火口に調理油過熱防止装置がないと消火器は必要 

か。 

すべての火口に調理油過熱防止装置が無ければ「防火上有効な措置」として捉えませんの 

で、その場合は消火器の設置が必要です。 

 

５ 消火器はいつまでに設置しなければならないのか。 

   令和元年１０月１日までに設置してください。 

 

６ 消火器は住宅用でもよいのか。 

   住宅用の消火器の設置は認められませんので、業務用の粉末ＡＢＣ消火器１０型 

（薬剤量３．０ｋｇ以上）を設置してください。 

 

７ どこに消火器を設置しなければならないのか。 

   火気設備器具がある階（飲食店部分のみ）に歩行距離２０ｍごとに１本、消火器を設置して 

ください。また、併せて標識も設置してください。 

 

８ 標識とはどんなものなのか。 

   消火器と記載されたものなります。地は赤で、文字は白になり、大きさは長辺２４ｃｍ以上、 

短辺８ｃｍ以上のものになります。 

 

９ 消火器は点検をしなければならないのか。 

   ６ヶ月ごとに点検が必要です。 

 

10 どのような点検をするのか。 

   蓄圧式消火器の場合 本体容器記載の製造年から５年まで外観のみの点検 

   加圧式消火器の場合 本体容器記載の製造年から３年まで外観のみの点検 

   ※上記期間を経過したものは消火器内部の点検が必要です。 

 

11 消火器を点検するにあたり資格は必要なのか。 

   どなたでもご自分で点検することができます。ただし、一定期間を経過すると消防設備士による内部点検

が必要となります。 

 

 

 



12 点検したら何か届出はあるのか。 

   消火器を設置後、６ヵ月ごとに点検していただき、１年に１回管轄の消防署または分署に定められた様式

に必要事項を記入し報告をお願いします。 

 

 

 

安 全 装 置 


